
四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

令和７年３月２８日 

四日市市教育長 廣 瀬 琢 也 

 

四日市市教委規則第９号 

四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則  

 四日市市水沢市民広場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成４年四日市

市教委規則第７号）の一部を次のように改正する。  

 

第２号様式を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



第４号様式を次のように改める。  

 

  



 

  



第５号様式を次のように改める。 

 

  



 

  



附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（こども未来部こども未来課）  

 


